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○南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号。以下「法」

という。）第７条第１項に規定する認定復興推進計画において定められた復興産業集積区

域（以下「復興産業集積区域」という。）のうち所得税法等の一部を改正する法律（令和

８年法律第１２号。次条において「所得税法等改正法」という。）附則第９６条の規定に

よる改正前の法（次条において「旧復興特区法」という。）第３７条第１項に規定する特

定復興産業集積区域（以下「特定復興産業集積区域」という。）における固定資産税の課

税免除に関し必要な事項を定めるものとする。 

（免除） 

第２条 特定復興産業集積区域内において、法第４条第９項の規定による復興推進計画の認

定の日（以下「認定日」という。）から令和８年３月３１日（所得税法等改正法附則第７

２条第１項又は第８０条第１項の規定によりなおその効力を有する所得税法等改正法第

１１条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律（平成２３年法律第２９号）第１０条又は第１７条の２の規定の適用を受ける

場合にあっては、令和１０年３月３１日）までの間に、東日本大震災復興特別区域法第４

３条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等

の一部を改正する省令（令和８年総務省令第５２号）第１条による改正前の東日本大震災

復興特別区域法第４３条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場

合等を定める省令（平成２３年総務省令第１６８号）第１条第１号に規定する対象施設等

（以下「対象施設等」という。）を新設し、又は増設した者（法第２条第３項第２号イ又

はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で旧復興特区法第３７条第１項又は第

３９条第１項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和８年３月３

１日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。）について、当該対象施

設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（認定日以後において取得

したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当

該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対

して新たに固定資産税が課されることとなった年度（当該固定資産を当該対象施設等の用

に供した日の属する年の翌年の１月１日（当該対象施設等の用に供した日が１月１日の場

合は同日）を賦課期日とする年度）以降５箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。 
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（免除の申請及び決定） 

第３条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする

賦課期日の属する年の納期限前日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町

長に提出しなければならない。 

（１） 免除を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法

人番号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地） 

（２） 新設し、又は増設した施設又は設備の概要 

（３） その他町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、そ

の旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。 

（免除の取消し） 

第４条 町長は、第２条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該免除を取り消すものとする。 

（１） 偽りの申請その他不正の行為があったとき。 

（２） この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第４６号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第２条中南三陸町復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条

例第３条第１項各号列記以外の部分の改正規定、第３条中南三陸町企業立地及び事業高

度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第４条第

１項各号列記以外の部分の改正規定及び第４条中南三陸町過疎地域自立促進特別措置

に係る固定資産税の課税免除に関する条例第３条第１項各号列記以外の部分の改正規
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定 公布の日 

（２） 第２条から第５条までの規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 平成２８年１

月１日 

附 則（平成２８年条例第１６号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の

課税免除に関する条例の規定は、令和３年４月１日以後に新設され、又は増設された対象

施設等について適用し、令和３年３月３１日以前に新設され、又は増設された対象施設等

については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までに所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附

則第６９条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２

号）第４０条第１項の規定による指定を受けた法人に関する固定資産税の課税免除につい

ては、第１条の規定による改正後の南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税

の課税免除に関する条例第２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和６年条例第２５号） 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第４６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 


